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令和 7年度第 5回松江市教育委員会会議 

 

日時：令和 7年 6月 10日（火）10：00～ 

場所：教育委員会室 

出席委員：青木教育長、塩川委員、金津委員、原田委員、大谷委員 

 

○加納教育総務課長 

定刻となったため始めさせていただきたいと思う。 

6月 1日付で新たに教育長に就任された青木教育長よりご挨拶をいただき、以降の

進行をお願いする。 

 

○青木教育長 

3月 15日に開催された臨時議会において、選任同意をいただき、6月 1日付で市長

から教育長を拝命した青木佳子である。 

最初であるため、簡単に私の今までの経歴をお話すると、採用されて若いころは、

主に市民と直接接する窓口業務、市民課・保険年金課・税務管理課・下水道業務課、

そういったところに従事していた。そのあと家庭相談室では児童虐待や DV、それか

ら消費・生活相談室では、今、非常に大きな被害が出ている振り込め詐欺やネットト

ラブルなど、そういった様々な問題の相談対応を 10年あまりしてきた。そのあと障

がい者福祉課、こども子育て部で従事をして、昨年の 3月に 60歳ということで退職

をして、先月までは男女共同参画センターで、男女共同参画やワークライフバランス

の啓発・推進を行ってきた。 

教育委員会との関わりで申し上げると、児童虐待や DVでは小中学校で対応を協議

したり、こども子育て部では、幼稚園の部分でこちらの教育委員会会議に、あちらの

事務局側で参加させていただいたり、男女共同参画センターでは、公民館や学校に出

向いて出前講座をさせていただいたが、この教育委員会には全く在籍をしたことはな

い。 

ただ、改めてみなさんと一緒に松江市の教育行政に携わることのできる機会をいた

だいたため、このご縁を大切にしながら、さらに前進していけるよう、情報共有や議

論を重ねて取り組んでまいりたいと思うため、どうぞよろしくお願いする。 
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続いて、6月 1日付で異動のあった 3名の新任管理職について、お手元の名簿順に

自己紹介をさせていただきたいと思う。 

それでは、大谷副教育長からお願いする。 

 

○大谷副教育長 

失礼する。6月 1日付の人事異動で副教育長に就任をした大谷である。これまで 2

年間、教育総務課長としてこの会議にも関わってきた。その間の経験を生かして、こ

れからも青木教育長をお支えしながら、松江市の教育行政を進めてまいりたいと思っ

ているため、引き続き、どうぞよろしくお願いする。 

 

○加納教育総務課長 

失礼する。6月 1日付で生涯学習課から教育総務課のほうに異動してまいった加納

である。引き続き、どうぞよろしくお願いする。 

 

○岸本生涯学習課長 

失礼する。このたび 6月 1日の人事異動で健康推進課から生涯学習課のほうにまい

った岸本である。教育委員会では、皆美が丘女子高のときに、令和 2年から 4年度ま

で在籍しており、女子高の魅力化についてご協議いただき感謝する。 

健康推進課では、皆様の健康づくりに携わっていたが、これからは生涯学習課とい

うことで、人づくり・つながりづくりに携わらせていただくことになる。またご助言

等いただくよう、よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

以上が新しいメンバーである。どうぞよろしくお願いする。 

 

1　開会宣言（青木教育長） 

○青木教育長 

審議に先立ち、議第 9号、松江市社会教育委員の委嘱についての公開・非公開の取

扱いについてお諮りする。 

会議規則第 2条第 1項但し書きによると、人事に関する事件、その他の事件につい
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て、教育長または委員の発議により、出席した教育長及び委員の 3分の 2以上の多数

で議決したときは、これを公開しないことができるとなっている。 

議第 9号については、社会教育委員の人事に関わるものであることから、会議を非

公開として開催したいと考えている。 

なお、会議規則第 2条第 2項により、この発議については、討論を行わずにその可

否を決することとなっている。 

お諮りする。議第 9号については、非公開の取扱いとすることにご異議はないか。 

………異議なし……… 

ご異議がないため、議第 9号については非公開での審議とさせていただく。 

それでは、審議を始めたいと思う。本日の会議は報告案件が 3件と議案が 4件、そ

の他報告案件が 4件となっている。 

また、本日もこれまで通り、議案説明者など必要最小限の人数での対応とすること

にしているため、ご理解いただくようお願い申し上げる。 

 

2　会議録の確認（令和 6年度第 15回） 

………修正なし……… 

 

3　会議録署名者の指名（塩川委員、金津委員） 

 

4　報告【3件】 

○青木教育長 

それでは、事務局より説明をお願いする。 

 

【報告　第 4号　教育長職務代理者の指名について】 

○加納教育総務課長 

議案の 1ページをご覧いただきたい。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

13条第 2項の規定に基づき、6月 1日付で教育長に就任された青木教育長により、新

たに教育長職務代理者を指名したことについて報告するものである。 

教育長職務代理者に指名した教育委員会委員は、塩川寛委員である。 

説明は以上である。 
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○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

………質問・意見なし……… 

教育長職務代理者については、引き続き塩川委員にお願いをさせていただく。どう

ぞよろしくお願いする。 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

【報告　第 5号　令和 6年度松江市におけるいじめの認知状況について】 

○奥原生徒指導推進室長 

議案集の 2ページをご覧いただきたい。この報告については、松江市が独自の取り

組みとして行っているいじめに関する調査に基づいてまとめたものである。 

この調査は、令和 6年度中に各学校で認知したすべてのいじめ事案について、学校

に報告を求めたものである。 

認知件数については、被害として学校から報告された児童生徒の総数となっている。

したがって、同じ児童生徒が、例えば 2回いじめ被害を受ければ、認知件数を 2件と

して数えている。 

これはすべての事案に対して学校と教育委員会が連携をして丁寧に対応し、児童生

徒のより良い成長支援につなげるためのものである。 

国や県が公表するいじめの認知件数については被害児童生徒の実人数であり、例え

ば同じ児童生徒が複数回いじめ被害を受けた場合でも 1件、同じ児童生徒同士が複数

回けんかをした場合もそれぞれ 1件のみの計上となる。国や県との調査とはカウント

の仕方が異なることをご承知おきいただきたい。 

それでは、資料の説明をする。3ページをご覧いただきたい。（1）松江市における

小中学校別いじめの認知件数の推移である。令和 4年度から令和 6年度のグラフとな

っている。直近 3年間についての認知件数の推移を表したものである。 

令和 4年度からの 3年間は、各学校で積極的ないじめの認知が進み、令和 6年度に

おいても、認知件数は大きな増減なく推移をした。市教委からの促しや校内研修等を

経て、以前はちょっとしたけんかや悪ふざけとしてその場で片付けていたようなケー

スもいじめとして捉え、事実確認からお互いの謝罪まで丁寧な対応が各学校で浸透し
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たように思っている。 

令和 6年度は、学校から市教委へ小中で合計 1,054件のいじめの認知の報告があっ

た。これは児童生徒からの事実確認を基に、学校がきめ細かく対応したことで、結果

として双方向のいじめとなったり、こういったことが認知件数の増加につながったも

のというように考えている。 

なお、平成 30年の総務省からの勧告により、年間でいじめの認知件数が 0件の学

校については、校内のいじめの認知に関わる取り組みが適切であったのかを検証する

よう求められている。令和 6年度は該当校が 1校あり、いじめの取り組みの検証や児

童生徒・保護者への公表等を行うことを市教委から当該校へ依頼しているところであ

る。 

続いて 4ページの（2）小中学校の学年別認知件数のグラフをご覧いただきたい。 

小学校については、令和 6年度は、中学年の認知件数が高学年を上回る結果となっ

た。特に 4年生の認知件数が増加し、発達段階や環境によって不安定になりやすく、

トラブルが多い傾向が伺えた。 

また、下の折れ線グラフは、令和 6年度の 4年、5年、6年について、これまでの

認知件数がどのように推移してきたかを表している。学年の特性もあるが、いずれの

学年も 4年生時に認知件数が多い傾向にあることが分かった。したがって、小学校で

は、3年生までの丁寧ないじめの対応を基に、4年生、高学年へと児童の成長を支援

する必要があると考えている。 

続いて、中学校の学年別認知件数のグラフをご覧いただきたい。中学校では、例年

と同様に、令和 6年度においても 1年生の認知件数が多い傾向にあることは変わって

いない。しかし、令和 6年度は、2年生の認知件数が例年に比べて増加したことを踏

まえ、生徒が大きく成長する 2年生時においても、継続した丁寧な対応を学校に促し

ていきたいというように考えている。 

また、下の折れ線グラフは、令和 6年度の 2、3年生について、これまでの認知件

数の推移の様子を表している。いずれも学年が進むにつれて認知件数が減少している

ことが分かる。1、2年生時の丁寧な対応が、3年時の集団生活の安定につながってい

ると考えている。 

続いて、5ページから 7ページの説明をする。まず、（3）いじめの対応についてご

説明する。 
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グラフは、認知されたいじめの対応を上の表の 9項目に分類したものである。ただ

し、1つのいじめ事案について、対応が複数になる場合もあるため、対応の合計数は

認知件数とは一致していない。 

小中学校ともに「①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」、

「⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」という

項目が令和 6年度も多く報告をされた。 

最初に説明した認知の捉え方にも関連してくるが、このことは、ちょっとしたこと

でもいじめとして丁寧に見て対応した結果、言葉での嫌がらせや行為による嫌がらせ

が多く、児童生徒の軽率な行動や判断不足が原因でトラブルになるケースが今年度も

多い傾向にあった。 

また、令和 6年度は、「④暴力行為」が減少し、「③軽くぶつかられたり、遊ぶふり

をして叩かれたり、蹴られたりする」という件数が大きく増加をしている。これは暴

力行為の捉えの見直しにより、④の件数が、軽微な暴力行為の③または「⑦嫌なこと

や恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする」というところに推移

したこともあるが、ちょっとしたことでもすぐに手が出てしまう、相手が叩いたから

叩き返したなど、児童生徒自身のコミュニケーション力に関わる部分も原因の 1つと

してあるのではないかと感じている。 

そういった点についても、市教委のほうでも検討し、学校へ投げかけたいというよ

うに考えている。 

「⑧SNSに関する事案」であるが、これについては年々増加をしている傾向である。

ただ、今年度もいくつかトラブルが報告されているが、SNSに関する事案、特に画像

や書き込みの流出への対応等については、各学校で迅速な対応が行えるようになり、

大事に至らず、収束の方向に向かうケースがほとんどであった。 

SNSの事案への対応が学校に浸透してきており、画像の消去や、警察との連携など

の適切な対応が学校に浸透してきた現れだというように考えている。今後も児童生徒

の SNSの使用等についての学習や教職員研修にも積極的に取り組み、SNSに関する

事案の未然防止にもさらに力を入れていきたいと思っている。 

続いて、6ページの（4）いじめの発見のきっかけについてであるが、小学校では「⑦

いじめを受けた児童の保護者からの訴え」で分かった事案が最も多く報告をされた。 

中学校では、「①いじめを受けた本人からの訴え」に次いで、「④担任以外の職員か
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らの情報」が発見のきっかけになったものが多く報告をされた。中学校では、担任以

外が生徒と関わる時間が多く、教科担任や部活動の顧問が生徒からの訴えを聞いたり、

実際に現場を発見したりすることが多いためであるというように考えている。 

学校ごとの認知件数は小学校より中学校のほうが多い傾向にあるが、認知件数とい

じめの発見のきっかけは、少なからず影響しているものと推測できる。 

そういった点からも、いじめの認知について、学校に適切な投げかけができるよう、

市教委として今後も取り組みを進めていきたいというように思っている。 

続いて 7ページ、（5）いじめの形態についてであるが、令和 6年度も小学校・中学

校ともに、加害児童生徒 1人、被害児童生徒 1人のケースが最も多く報告をされた。

繰り返しになるが、これは 1対 1のけんかを学校がいじめとして認知するほか、双方

向の事案として捉える場合もあるためである。 

加害不明の事案の中には、被害側が加害への対応を求めないため、加害側への聞き

取り等の対応ができないケースなども含まれている。そのような場合には、学校は被

害側に対して継続的に見守りを続けるなどし、対応をしているところである。 

以上、松江市のいじめの状況等について説明したが、市教委としては、いじめの認

知件数が増加することが問題ではなく、見逃しによって適切ないじめの対応ができな

くなることのほうが問題だというように捉えている。 

いじめの認知については、各校のいじめ対策組織の判断によるところではあるが、

松江市全体で実態を共有し、より適切な認知やいじめの未然防止などができるよう、

今後も研修の機会等を設けていきたいと考えている。 

報告は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明終わった。質問や意見はあるか。 

 

○塩川委員 

ご丁寧なご説明、感謝する。毎年こうやって報告を受けるわけであるが、年々学校

のいじめに対する対応能力などが徐々に定着して、今のお話で件数の問題ではなく、

いかに早期に対応するかということの認識がかなり学校ではアップしているのではな

いかと思う。引き続き、よろしくお願いしたいと思う。 
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2点お願いなのだが、1点は、先ほど認知件数のところで小中学校のご説明があっ

たが、小学校と中学校では色々発達段階など異なるわけであるが、小学校も中学校も

全学年通して継続的に指導をするというのが必要不可欠だと思う。特に小学校の場合

は 6年間という長いスパンで、その中でも低学年・中学年・高学年と大きく 3つに、

色々なところで分かれている。その低・中・高の中で指導のタイミングというか、重

点化すべき学年、先ほど 4年生が多いというお話もあったのだが、1年・3年・5年、

低・中・高の学年が始まるスタートというところで、色々な発達段階に応じた重点的

な指導をぜひ意識的にやっていただければというお願いである。 

もう 1点は、いじめ発見のきっかけであるが教職員を中心にして認知が素早くでき

るようになったということで、色々な学校体制もできていると思うのだが、先ほど説

明があったように、学校関係者以外からのいじめの発見・情報というのは非常に学校

としても分かりにくいところである。学校が見えない部分を伝えていただく良い機会

であるため、ぜひとも色々な機会を通して、今、学校運営協議会とか、色々地域の方

との関わりは増してきているわけだが、地域からの情報、当該者の保護者以外からの

保護者の情報とか、先ほどあった社会体育とか、そういう色々な学校関係者以外から

の情報をたくさん得るように学校も努力していただきたいと思う。 

そのために、普段からの信頼関係の構築が必要である。いつでも学校の状況につい

て、児童生徒の状況について学校と良い関係を保っていただきながら、双方向の情報

交換がしやすいような関係を今後とも続けていただきたいと思う。お願いである。 

 

○青木教育長 

お願いということであるが、よろしいか。 

ほかに何かあるか。 

 

○金津委員 

ご説明、感謝する。ちょっと気になった点が、5ページのグラフの「⑨その他」に

はどのような内容があったりするのかということと、それなりの数がいきなり 0にな

っているため、どういうことなのかということが気になった点と、あと、6ページの

ところで、SNSに関する事案が小学校で特に増加している。今後そういうリテラシー

などを高める機会に力を入れていくというようなご説明があったが、現状はどのよう
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な感じになっているのかということをお聞きしたいと思う。 

 

○奥原生徒指導推進室長 

いじめの対応の「⑨その他」のところであるが、これは実は令和 6年度、両方とも

0になっている。これについては、これまで「その他」のところで、それまで振り分

けていた様々な、あくまでもこのいじめの対応というのが、各学校から上がってくる

報告に基づくものであり、例えばその対応の①から⑧、このどこに入れて良いのか分

からないようなもの、こういったものが全部その他として上がってきていたが、再度

見直しをして、上がってきたものは恐らく①から⑧のどれかに振り分けることができ

るだろうということで、令和 6年度については、学校とさらに共有を密にして、やり

取りをして、この①から⑧の中のどこかの対応に入れ込んでいったということで 0件

になっている。 

そのため、①から⑧に当てはまらないものというと、例えば「机の上の筆箱を隣に

動かした」とか、それで嫌な思いをすればそれはいじめとして認知して指導すべきこ

と等であるが、これはあくまでも一例であるが、これも例えば「⑦嫌なこと」に該当

するだろうというようなやり取りを丁寧にさせていただき、今まで「その他」で上が

っていたものを振り分けていったということである。 

そのため、逆に言うと、これまでのところで我々としても「その他には一体何が当

てはまるのか」というところは実際あった。そういったところでこういったグラフに

なっている。 

それから、2点目の SNSのことで、申し訳ないがもう一度。 

 

○金津委員 

ご説明の中で、今後、色々な対応に力を入れていくという話があったと思うが、現

状は何かあるのか。SNSとかネットリテラシーを高めるような、小学校で教える機会

というのは。 

 

○奥原生徒指導推進室長 

SNSの対策というか、指導については、昨年度のことにはなるが、警察のほうとも

SNSの対応というのはちょっと連携させていただいており、我々と警察との情報共有
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はもちろんであるが、中学校に対しては、中学校の生徒指導部会のほうで、全校一斉

に生徒指導担当に向けて、警察のほうから研修をしていただいている。 

なかなか小学校のほうは、そういった生徒指導部会の定期のものはなく、学校数も

多いということで、個々に警察のほうからも出向いていただき SNSに関する指導と

か、そういったものもしてもらえる体制を昨年のところで確認したところである。 

それに加えて、これまで通りの各学校における情報リテラシーの学習、こういった

ものも進めていただくように働きかけをしているところである。 

以上である。 

 

○金津委員 

そうであれば⑨はなくしても良いのではないかと思ったりした。 

あと、小学校ではまだということで、しかし、小学校で特に増加してきているとい

うことで、ぜひ小学校でもそういう機会をつくっていただくと良いのではないかとい

うように思う。 

 

○奥原生徒指導推進室長 

ちょっと言葉が足りなかったのだが、一応小学校のほうには、各学校一斉での研修

は計画をしていないのだが、各学校から要望が上がれば、その都度警察のほうから指

導・研修をしていただけるというような話をしているところである。 

 

○金津委員 

やっている学校とやっていない学校があるということか。 

 

○奥原生徒指導推進室長 

その通りである。警察を招いての研修を必ずしも全学校がやっているかというと、

そこは確認を取ってない。 

 

○後藤学校教育課長 

今、メディア教育に関する質問であったため、補足する。情報リテラシーとか情報

モラルに関する各校での学習であるが、先ほど警察と連携してという話に加えて、そ
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れぞれ各学校では計画的にメディア学習に取り組んでいる。 

教育委員会として、各校の取組をサポートする仕組みの 1つとして、特に小学校に

ついてはメディア教育推進員を学校のほうに派遣して、先生と一緒にこどもたちの発

達段階に合わせたメディア学習の授業をこれまでも実施している。今年度も計画的に、

学校の要望に応じて推進員を派遣している。 

中学校については、GIGAワークブックという教材があり、これを共通に使える環

境を整えている。そういったものを使って学校で実施できるようにしている。 

併せて教員の研修、また、保護者を対象とした研修をちょうど今月、6月 20・21

日のところで実施した。こういった機会も年に 1回であるが設けており、こどもたち

もそうであるが、併せて教職員・保護者も一緒な目線になって取り組みを進めていき

たいというように思っている。 

追加で少しお話をさせていただいた。以上である。 

 

○金津委員 

結構色々やっていただいているようで、承知した。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○原田委員 

ご説明、感謝する。まず、今回は 4年生の人数が増えているというところなのだが、

男女比というか、やはり男の子の成長と女の子の成長はズレていると思うため、男の

子は何年生で注意とか、女の子何年生で注意とか、そういうのがあったら教えてほし

い。あと、金品をたかられるではないが、これもメディアのことになると思うが、例

えばゲーム関係でいくと、ゲーム内のものを課金で買ったりするというところの問題

や、それを親が知らないとか、あと、買ったものを人にあげてしまうとか、学校で誰

かにものをもらって帰ると、親は見えるからすぐ「どうした」みたいな話になるのだ

が、そういうネットの中の話になると、ちょっと問題が起きてくるかもということは

あるのだが、今、そういうことで問題が起きているとか、事例があったりとか、もし

そういうことがあれば教えてほしいと思う。 
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○奥原生徒指導推進室長 

最初の男女比については、大変申し訳ないが、今データとして持っていない。男子

がすごく多いとか女子がすごく多いとか、そういったところは調べてみないと分から

ないが、大変申し訳ない。 

それから、2つ目のネットの中に限らず金品のやり取りであるが、やはり何件か報

告のほうはいただいている。課金をさせられたと言ったらあれだが、本人たちは了解

の元だったかもしれないが、課金をしたとか、お金を渡したとか、昨年の事例で言う

と金品の要求、そういったものもたくさんではないが何件か報告は受けている。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○大谷委員 

ご説明、感謝する。ちょっと 1件だけ。本当に丁寧に対応してくださって、認知件

数の件数ではないという話があったのだが、3ページの認知件数を見せていただくと、

小学校が令和 4年から 5年にかけて 636件から 439件にすごく減っており、これはと

ても良いことだと思うが、この年にこういう取り組みをしたから減ったということが

何か出てきているのか、たまたま減ったのかということが、もしご存知であれば教え

ていただきたいと思う。 

 

○奥原生徒指導推進室長 

この令和 4年度の認知件数については、これは大変多い。この原因が、必ずしもそ

れだけではないが、この令和 2年、3年、4年のところはコロナ禍であった。コロナ

禍が明け、こどもたちが通常の生活をだんだん取り戻してきた年に該当すると思うが、

やはりそういったところでトラブルの増加。 

先ほど説明の途中でも申し上げたが、こどもたちのコミュニケーション力とか、思

いを言葉で表現する、そういったところがちょっと課題かなというようには思ってい

るが、そういったところが増加の、この令和 4年度が多かったというところがまず 1

点。 
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あとは、学年の特性にもよるが、たまたま令和 4年度の小学校については、ある学

校で認知件数が非常に多くなったというようなこともあり、必ずしも令和 4年度が例

えばすごく荒れていたとか、そういったことではなくて、こういった結果になってい

るというように捉えている。 

 

○青木教育長 

ほかに質問や意見はあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

【報告　第 6号　令和 7年度松江市いじめ防止基本方針について】 

○奥原生徒指導推進室長 

議案集の 8ページをご覧いただきたい。これについては、先般開催をした松江市い

じめ問題対策連絡協議会において、委員の皆様に内容を確認いただいたものである。 

9ページをご覧いただきたい。松江市いじめ防止基本方針、令和 7年度版の改定に

ついて、改定の根拠と変更箇所を示している。平成 30年度に大幅な改定を行い、そ

の後は委員の皆様からのご意見を参考にさせていただきながら、修正を加えてまいっ

た。 

今年度、令和 7年度版については、文部科学省や県からの通知、事務連絡、また、

松江市の方針等を踏まえて修正・追記した部分がある。変更点については朱書きをし

ているため、ご確認をお願いする。 

それでは、別冊資料となっている令和 7年度版の松江市いじめ防止基本方針である

が、特に 16ページから 21ページについては、昨年度の 8月に文部科学省のほうから

いじめの重大事態のガイドラインの改定が行われたことから、平素からのいじめの対

応や重大事態の対応について整理をして、大きく修正をしたものである。また改めて

ご確認をお願いする。 

特にいじめの重大事態に係る調査主体について、少し整理をして記載をしたものと、

先ほどの最初のいじめの認知のところでも申し上げたが、いじめ 0の学校についての

文言の追記をしている。 

なお、目次の終わりにある資料 22ページから 26ページの部分については、本日の
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最初のご報告でいじめの認知状況の資料を説明させていただいたが、これを加えるこ

ととなるため、ご承知おきをいただきたい。 

報告は以上である。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

 

○塩川委員 

ご説明、感謝する。今年度版の作成ということで、色々な文科省等の勧告等も踏ま

えてできあがったと思う。特に 17ページの重大事態への対応ということで、具体的

には 18ページの、よく第三者委員会を設けて対応するということ、恐らく重大事案

に対応する、特に深刻な事案についてだと思うが、教育委員会が調査する、18ページ

にあるように、開催のシステムというか、そういうことについてはよく分かっておら

れると思うが、あまり学校が主体となって第三者委員会を設けるというのはあまり聞

いたことない。今後色々なところでそういう状況になってくると思うが、第三者委員

会方式に、もしそういう状況になった場合に、学校だけではなかなか難しい部分がど

うしてもあると思われるため、こういう状況にならないほうが一番良いのだが、主体

と言えども、市教委の指導・助言をお願いしたいと思う。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

5　議事【議案 4件】 

○青木教育長 

事務局より説明をお願いする。 

 

【議　第 6号　令和 7年度松江市一般会計補正予算（第 1号）（教育予算）の調製依頼に

ついて】 
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○加納教育総務課長 

それでは、議案は 10ページのほうからになるため、お願いする。具体的には 12ペ

ージをご覧いただきたい。 

こちらに概要を掲載している。歳出の件数で申し上げると、物価等高騰対策に関す

るものが 2件、その他が 3件となっている。 

はじめに、歳出についてご説明する。議案の 14ページ、15ページをお願いする。 

①外国語教育推進事業費、AIの活用による英語教育強化事業費は、国が実施する

「AIの活用による英語教育強化事業」に島根県が申請し、採択されたことを受け、島

根県より再委託される形で本事業に参画するため補正するものである。モデル校を 4

校指定し、対話型 AIアプリを活用した授業内外の発話練習やパフォーマンステスト

を通して、児童生徒の話すことを中心とした英語による発信力向上に関する実証実験

を行う。 

②学校教育環境整備事業費は、皆美が丘女子高等学校の生徒が使用する学習用タブ

レット端末の更新にかかる経費となっている。 

③保育所等給食用食材費補助事業費（物価等高騰対策事業費）は、米価の高騰によ

る価格上昇相当分を保育所・市立幼稚園等に対し補助することで、給食の安定した提

供に資するとともに、給食費の急激な上昇による保護者負担を軽減することを目的と

した事業である。当初予算化していたが、更なる米価の大幅な高騰に対応するため、

価格上昇相当分の補助単価を増額するものである。 

④学校給食費支援事業費は、価格高騰が続く学校給食用精米について、令和 7年度

も大幅な価格上昇となっていることから、令和 6年 4月時点の精米価格と、令和 7年

4月時点の精米価格及び令和7年11月以降の新米の精米価格との差額分を全額支援す

るための増額補正をするものである。 

⑤図書館運営費、中央図書館運営費は、島根水道株式会社から青少年健全育成を目

的とした寄附があり、その寄附額 65万円を活用して市立図書館の図書を購入するも

のである。 

歳出は以上となっている。 

続いて、13ページのほうをお願いする。こちらで歳入についてご説明をさせていた

だく。 

①小中学校給食費緊急支援事業費県補助金は、歳出で説明した学校給食用精米価格
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高騰分の支援に充当する県補助金を計上するものである。 

②AIの活用による英語教育強化事業委託金は、歳出で説明した外国語教育推進事業

費に充当する県委託金を計上するものである。 

③図書館資料取得事業寄附金は、歳出で説明した中央図書館運営費に充当する寄附

金を計上するものである。 

④皆美が丘女子高等学校学習用タブレット更新事業は、学習用タブレット端末の購

入費に充当する市債を計上するものとなっている。 

次に、16ページをお願いする。こちらのほうは債務負担行為を設定するものである。 

①学校教育環境整備事業費は、皆美が丘女子高等学校の生徒が使用する学習用タブ

レット端末の更新にあたり、令和 8年度入学生からは、県立高校と同様に個人購入と

し、その 3分の 1を公費補助するもので、高校入試の合格発表後に購入手続きが始ま

り、年度をまたいで 4月入学後に納品・支払い手続きが行われるため、債務負担行為

を設定するものである。 

説明は以上である。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

 

○原田委員 

女子高のタブレットは、家庭の負担が変わるということか。 

 

○糸川事務長 

今回の補正予算において、歳入・歳出及び債務負担行為をそれぞれ計上させていた

だいている。取扱いが学年によって異なっており、令和 8年度入学生については、県

立高校と同様に、島根県教育委員会が実施している購入方法に皆美が丘女子高等学校

も加えていただき、自己負担により購入をしていただくもの。ただし、3分の 1は補

助金という形で支援をするという形に切り替えるものである。 

在校生である 2年生及び 3年生については、新たに購入していただくわけにもいか

ないため、2年生については、歳出予算で計上しているとおり、市の負担でタブレッ

ト購入して、貸与する。3年生については、残り 1年間の在校期間、現行のタブレッ
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トを再リースして、引き続き使っていただくという対応を考えている。 

移行期間となるため、学年によって取扱いが異なるところがあるが、最終的には県

立高校と同じ形ができあがるものと考えている。 

 

○原田委員 

今までは貸与だったということか。 

 

○糸川事務長 

令和 2年度に松江市がリース契約によってタブレット端末を調達して、それを全校

生徒に貸与しているものである。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

 

○塩川委員 

学校給食についてであるが、令和の米騒動が起きているような状況で、何かと米の

値段高騰というのが話題になっているが、それに対応していただき、このような形で

保護者負担を少なくするという制度、大変重要だと思っているところである。 

今後どのような形で米の値段がどうなるか分からないが、値下がりの方向だとは思

うが、このような状況が続く限り、県の補助金も活用しながら、ぜひとも保護者の負

担については値上げがない状況を維持していただきたいと思う。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 6号について、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

それでは、議第 6号は承認された。 

 

【議　第 7号　令和 8年度使用松江市立皆美が丘女子高等学校用教科用図書の採択の基本
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方針について】 

○糸川事務長 

議案 17ページをご覧いただきたい。皆美が丘女子高等学校で使用する教科用図書

の採択の基本方針について、松江市教育委員会として定めるものである。 

18ページをご覧いただきたい。こちらに基本方針を掲げている。この基本方針は、

島根県教育委員会が決定する県立高等学校用教科用図書の採択の基本方針を参考にし

ながら作成しており、内容については昨年度のものと変更はない。 

採択の基本方針については、関係法令の定めるところにより、公正かつ適正な採択

を行うこと。それから、採択は、校長の意見を聴取した上で、松江市教育委員会が行

うことの 2点である。 

2番目、採択基準については、文部科学省が発行する「高等学校用教科書目録（令

和 8年度使用）」に掲載されている教科用図書のうちから行うこと。ただし、教科用

図書が発行されていない教科については、教科の主たる教材として、教育目標の達成

上、適切な図書を採択するとしている。 

3点目、採択の観点については、皆美が丘女子高等学校の特色、教育目標、生徒の

実態及び教育課程に適合したものであるかを考慮した上で、厳正に行うものとしてい

る。 

最後に 4番目、採択に係る留意事項を記載の通り掲げており、公正かつ適正な採択

に向けた準備を進めていくものである。 

なお、今後のスケジュールについては、校内で教科ごとに教科書の検討を重ね、校

長を委員長とする教科書選定委員会において、教科用図書を選定する予定としており、

その後、改めてこの教育委員会会議に採択案をお諮りしたいというように考えている。 

説明は以上である。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

 

○大谷委員 

ご説明、感謝する。女子高の場合、来年度からまた新しくコースが変わったりする

こともあり、今回のこの教科書採択に何か新しく重視されていることとか、もしあれ
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ば教えていただけるか。 

 

○多々納校長 

委員ご指摘の通り、令和 8年度入学生から定員減と学科再編を実施するため、編成

する授業等も様変わりする。それに伴った教科書採択をする必要もありどのような生

徒たちに育てたいかという観点で、厳正な採択に臨んでいきたいと思っている。 

ただし、1年生の生徒たちは、必履修科目が中心となるため、ほぼ文科省が示す教

科書目録に載っているもののみで対応できるのではないかと思っている。あらゆる観

点で厳正に公正に採択を進めてまいる。 

以上である。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りする。議第 7号について、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

それでは、議第 7号は承認をされた。 

 

【議　第 8号　松江市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定依

頼について】 

○岸本生涯学習課長 

議案集は 19ページから 21ページである。 

19ページをご覧いただきたい。この議案については、松江市公民館の設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、6月議会で松江市長に依頼する

ことについてお諮りするものである。 

このたびの改正は、市内 29公民館のうち、最も築年数の古い松江市竹矢公民館の

現地建て替え工事に伴い、現在休園中の松江市立竹矢幼稚園を工事期間中の仮設公民

館として使用するため、条例で定める公民館の位置を変更するものである。 

当初、竹矢公民館の建設予定地は敷地内のゲートボール場とし、新公民館を建築後、

現公民館を解体する計画としていた。令和 6年 4月のオープンを目指していたが、令
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和 5年 3月に実施した埋蔵文化財の試掘調査により、建築予定地から文化財（5世紀

中ごろの古墳）が発見されたため、現公民館を解体し、その敷地と隣接地の一部を活

用して新公民館を建設することとした。 

令和 7年 10月から竹矢幼稚園を仮設公民館として使用し、その後、現公民館の解

体、新公民館の建築を行い、令和 9年度のオープンを予定している。 

具体的な改正内容については、21ページをご覧いただきたい。改正後に記載してい

る位置が松江市竹矢公民館の移転後の位置となっており、松江市八幡町 379番地 1で

ある。 

施行日については、竹矢幼稚園を仮設公民館として使用を開始する令和 7年 10月 1

日としている。 

説明は以上である。ご審議のほど、よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、お諮りをする。議第 8号について、承認することとしてよろしいか。 

………異議なし……… 

それでは、議第 8号は承認された。 

続いて、議第 9号については、会議の冒頭に決定した通り、後ほど非公開での審議

とする。 

 

6　その他報告【4件】 

○青木教育長 

事務局より説明をお願いする。 

 

【その他報告（1）専決処分の報告について（令和 6年度松江市一般会計補正予算（第 11

号）（教育予算））】 

○加納教育総務課長 

議案のほうは 23ページからをお願いする。本報告については、地方自治法第 179

条第 1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことから、令和 7年 3月 31
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日に令和 6年度松江市一般会計補正予算（第 11号）について専決処分を行ったもの

となっている。 

続いて、議案の 26ページのほうをお願いする。こちらに概要を掲載している。件

数で申し上げると歳入が 1件、歳出が 4件となっている。 

続いて、27ページをご覧いただきたい。はじめに歳入についてご説明をする。①ふ

るさと指定寄附金は、松江市ふるさとづくり寄附条例に基づき、使い道を指定した寄

附金の申し出があったため、寄附者の意向を尊重し、教育の振興を目的としてふるさ

と指定寄附金 100万円を受け入れ、「夢☆未来」ふるさと・キャリア教育推進事業費

に充当をしている。 

次に、議案 28ページをお願いする。歳出については、手当等、人件費の決算見込

みによる減額となっている。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

【その他報告（2）　議会の委任による専決処分の報告について（松江市立揖屋小学校校

舎長寿命化改良（建築）工事の請負変更契約締結）】 

○加納教育総務課長 

議案は 29ページからとなっている。 

議案のほうは 30ページをご覧いただきたい。松江市立揖屋小学校校舎長寿命化改

良（建築）工事の請負変更契約について専決処分を行ったため、議会へ報告するもの

となっている。 

地方自治法の規定により、予定価格が 1億 5,000万円以上の工事請負契約を締結す

る場合には、議会の議決に付さなければならないとなっており、本工事については契

約金額が 9億 3,390万円だったため、令和 6年 7月 3日に議会の議決を受け、契約を

締結している。 

議会の議決を受けた契約案件については、同じく地方自治法等の規定により、契約
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変更の金額が、元の契約金額の 10分 1を超えず、かつ 1,000万円以下の軽微な変更

であった場合は、市長が議会に代わって決定することができ、それを議会に報告しな

ければならないとなっているところである。 

よって、今回、直近の議会である 6月議会において報告をさせていただくものであ

る。 

契約変更は令和 7年 2月 21日に行っている。外壁塗装の変更や廊下の児童用フッ

クの撤去・新設などにより、工事費が 963万 500円増額となっており、増額後の契約

金額が 9億 4,353万 500円となったものである。 

説明は以上である。よろしくお願いする。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

【その他報告（3）　議会の委任による専決処分の報告について（東出雲公民館（揖屋ふ

れあい会館）解体工事の請負変更契約締結）】 

○岸本生涯学習課長 

議案集の 31ページをご覧いただきたい。東出雲公民館（揖屋ふれあい会館）解体

工事の請負変更契約について専決処分を行ったため、議会へ報告するものである。 

地方自治法の規定により、予定価格が 1億 5,000万円以上の工事請負契約を締結す

る場合には、議会の議決に付さなければならないとなっており、本工事については、

金額が 1億 6,717万 8,000円だったため、令和 6年 7月 3日に議会の議決を受け、契

約を締結していた。 

議会の議決を受けた契約案件については、先ほど教育総務課長の説明と同様であり、

地方自治法等の規定により、直近の議会である 6月議会において報告するものである。 

32ページをお願いする。契約変更は令和 7年 2月 28日に行い、主な変更内容は、

公民館跡地の土地利用方針決定による跡地整備内容の変更や建物解体後の地中の杭の

引き抜き撤去の取りやめ、杭頭を切断する方法に変更したこと。また、産業廃棄物の

運搬及び処分費の精算などにより工事費が 994万 1,800円減額となり、減額後の契約
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金額が 1億 5,723万 6,200円となったものである。 

説明は以上である。 

 

○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

【その他報告（4）　議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償の額を定める

ことについて）】 

○平林青少年支援室長 

議案のほうは 33ページ、34ページをお願いする。議会の委任による専決処分の報

告についてということで、34ページの専決処分書にてご説明をさせていただく。 

地方自治法 180条 1号の規定により、議会の議決に委任された事項について専決処

分するということで、4月 4日、これは示談成立日である。 

その下、損害賠償の額を定めることについて、下記のように損害賠償の額を定めて

いる。 

1の事故発生日時であるが、令和 7年 1月 11日、午後 1時 20分ごろ。これは、は

たちの集いが翌日にあり、その前日である。 

2の事故発生場所。松江市学園南一丁目 2番 1号、島根県立産業交流会館建物北側。

くにびきメッセということでお伝えしたほうが分かりやすいというように思う。 

3の事故の概要。こちらの場所において、当日の準備のために資材の搬入をしてお

り、公用車を建物近くに駐車しようとした際に、車両の後部が建物外壁に接触して、

外壁を破損させたものである。 

賠償額は 30万 4,700円ということで、これについては既に示談成立し、工事支払

いも完了している。 

車両の事故の再発防止に向けて、職場内で安全運転について注意喚起も行ったとこ

ろである。 

説明は以上である。 
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○青木教育長 

説明が終わった。質問や意見はあるか。 

 

○塩川委員 

ご説明、感謝する。公用車ということで、もちろん公用車自体も車両保険等に入っ

ておられると思うが、物損事故で保険適用もされているのではないかと思うが、それ

を差し引いた損害賠償が 30万いくらという理解でよろしいか。 

 

○平林青少年支援室長 

　公用車については修理不要で、くにびきメッセの外壁修理代が 30万 4,700円であっ

た。これについては過失割合が 100%市が悪いというところであり、100：0ということで

あるため、修理をした全額が保険のほうで払われているということである。市有物件保険

という資産経営が加入している、そちらのほうで支払いをし、こちらのほうで報告をさせ

ていただくということになっている。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………質問・意見なし……… 

それでは、以上でこの件については終了とする。 

 

7　次回教育委員会会議の予定 

【令和 7年度第 6回教育委員会会議】 

日時：令和 7年 7月 15日（火）10時～ 

場所：教育委員会室 

 

8　その他 

○青木教育長 

事務局から何かあるか。 

 

○塩川委員 
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先ほどの話で、来年度から皆美が丘女子高等学校の改変が色々スタートということ

で、この間、来年度のことについては色々聞かせていただいたが、その後、中学校を

中心に学校説明をしておられると思うが、もしこの場で良ければ、その反応や反響に

ついて、もしあれば話せる範囲内でよろしくお願いしいする。 

 

○多々納校長 

塩川委員、感謝する。中学校の説明会は、16日の島根中学校を皮切りに始まってい

くため、今現在まだ実施していない。 

なお、今日、中高連絡会という在校する生徒の出身中学校の先生方をお招きする連

絡会議を、本日 13時 20分から開催する。そこで改めて説明をさせていただくことと

している。 

さらに、ちょっと前の話であるが、5月の末のところで、中学校の校長会があり、

私は出張でいなかったのだが、大谷副教育長から代理で説明をしていただき、一部の

反応として「楽しみである」と言っていただいている声もあるようで、これからもし

っかりとした説明をしていきながら、選ばれる学校にしていきたいと思っている。今

後の反応はまた後日お伝えする。 

以上である。 

 

○青木教育長 

ほかに何かあるか。 

………特になし……… 

それでは、ここで委員会を一旦閉会し、冒頭決定したように、非公開での審議に切

り替える。関係者以外の方はご退席いただきたい。


